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第１ 優先交渉権者の選考方法及び得点配分 

⑴  優先交渉権者の選考方法     

ア 提案内容及びプレゼンテーション内容から評価する技術点と提案価格から

評価する価格点について、下記「表１ 評価項目の配点」のとおり配点し、

下記「２ 採点方法について」により算出された点数の合計点が最も高い者を

優先交渉権者に、２番目に高い者を次点交渉権者に決定する。なお合計点総

得点の６０％以下（３６０点）の場合は優先交渉権者及び次点交渉権者とし

ない。 

「表１ 評価項目の配点」 ※審査員一人当たり 

合計点 １５０点 
技術点    １４０点 

価格点     １０点 

  ※６００点満点＝１５０点×審査員４人 

 

   イ 最高得点者が２者以上あった場合は、技術点が上位の者を優先交渉権者と

する。それでも決定しない場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定する。 

 

第２ 採点方法について 

⑴ 技術点の採点方法 

企画提案書及びプレゼンテーションの内容について別紙「評価基準表」に

基づき評価を行う。各評価基準の採点にあたっては以下の判断基準のとおり

６段階評価とし、審査委員が採点する評価点に係数を乗じて得た点数を技術

点とする。 

評価点 判断基準 

５ 特に優れている。 

４ 優れている。 

３ 平均的な内容である。 

２ 内容が乏しい。 

１ 内容が著しく乏しい。 

０ 指定した記述が無い、若しくは不適切。 

 

⑵ 価格点の採点方法 

    提案価格が提案上限額の９０％以下の場合は１０点、提案上限額と同額の

場合及び提案上限額を超えるものは０点とし、９０％を超える価格の価格点

については、次の計算式にて算出する。 

 

      提案上限額 ― 提案価格 

提案上限額 ― 提案上限額の９０％     

 

〔小数点以下第１位を四捨五入〕 

   ※提案価格の積算根拠及び内訳について調査を行うことがあるため 

本市から調査要求があった場合は対応すること。  

以 上 

価格点 ＝ ×１０ 


